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国土交通省東北地方整備局 

山 形 河 川 国 道 事 務 所 

新 庄 河 川 事 務 所 

 

国道４７号における片側交互通行の解除について 

 

山形河川国道事務所では、台風２１号による大雨に配慮し、以下の区間で

片側交互通行を実施しておりましたが、今後まとまった降雨が見込まれない

ことから、通行規制を解除いたします。 

 
 
 
１．片側交互通行を解除する区間（国道４７号） 
   日  時：平成３０年９月５日 ６:００～ 
   区  間：山形県新庄市長坂（131.8kp）～ 戸沢村古口真柄（141.6kp） 
    
 
２．道路情報 

道路情報は、ホームページ、携帯サイトでも確認できます。 
パソコン http://www.thr.mlit.go.jp/yamagata/ 
モバイルサイト http://keitai.thr.mlit.go.jp/yamagata/ 

 
 
３．道路の異状を発見したら、下記へご連絡ください。 

■高速道路・国道、県道 ＃９９１０ 
■市町村道       最寄りの市役所、役場へ 
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問い合わせ 
（通行規制に関して） 

山形河川国道事務所 

山形市成沢西四丁目３番５５号 

Ｔｅｌ（代表）０２３－６８８－８４２１ 

副所長（道路担当） 石井
い し い

 真
しん

吾
ご

 （２０５） 

 

（排水作業に関して） 

国土交通省  

新庄河川事務所 

新庄市小田島町５－５５ 

Ｔｅｌ（代表）０２３３－２２－０２５１ 

    副所長（河川担当）  後藤
ご と う

 浩志
こ う し

  （２０４） 


